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議案第１０３号 茅ヶ崎市職員給与条例及び茅ヶ崎市一般職の任期

付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例 

～  

議案第１０４号 茅ヶ崎市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期

末手当に関する条例の一部を改正する条例 
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議案第１０３号 茅ヶ崎市職員給与条例及び茅ヶ崎市一

般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正

する条例 (議案書 P1～17) 

国家公務員に準じて、職員の給料月額及び勤勉手当の額を改定

するためのもの 

 

議案第１０４号 茅ヶ崎市会計年度任用職員の報酬、費

用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条

例(議案書 P18) 

会計年度任用職員は一会計年度の範囲内で任用される職員で

あることから、短時間勤務会計年度任用職員の報酬算定基礎額に

ついて、会計年度の初日における茅ヶ崎市職員給与条例の給料表

により算定することとするためのもの 

 


